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令和 3年 2月 19日 

【サービス利用】 

 

Ｑ１ サービスの併用について 

通所型サービスを併用して利用することができるか。 

 

 

Ａ． 総合事業では、通所型サービス間での併用は、下表のとおり、通所型サー

ビスＢのみ併用して利用することができます。なお、訪問型・通所型の異種

サービス間は併用可能です。 

 

 
併用可 併用不可 

通所介護相当 

サービス 
・通所型サービス B 

・通所型サービス A 

・通所型サービス C 

（元気はつらつプログラム） 

通所型サービス A ・通所型サービス B 
・通所介護相当サービス 

・通所型サービス C 
（元気はつらつプログラム） 

通所型サービス B 

・通所介護相当サービス 

・通所型サービス A 

・通所型サービス C 
（元気はつらつプログラム） 

 

通所型サービス C 
（元気はつらつプログラム） 

・通所型サービス B 
・通所介護相当サービス 

・通所型サービス C 
（元気はつらつプログラム） 

 

 


